
昨年度の雪出し件数は、明
・

ら
・

か
・

な
・

も
・

の
・

だ
・

け
・

で、南区で 1 日「120 件」
もありました。（※）
そこで南区では、今冬に、特に迷
惑を受ける人が多いバス路線を中
心に、重点地区を定め、

「警察との合同パトロール」
をします。問題がある場合は指導
を行います。度重なる雪出し、指
導に従わない場合などは、法的な
対応を進めます。
※平成26年 2 月の平日一晩の調査結果

道路交通法、同法施行細則では、道路における交通
の危険や妨害となるおそれがある禁止行為の一つと
して「道路に雪をまき、又は捨てること」を定めて
います。道路への雪出しは、法律に違反する行為で
す。この規定に違反した者は、 5 万円以下の罰金に
処されます。
（ 道路交通法第76条第 4項第 7号、同法第120条、同法施行
細則第19条第 2号）
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入
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自動車の保管場所の確保等に関する法律
では、「道路上の場所を自動車の保管場
所として使用してはならない」としてい
ます。道路上の同一場所に引き続き12
時間以上駐車した者、または夜間に引
き続き 8時間以上駐車した者は「20
万円以下の罰金」に処されます。
（自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条、同法第17条）
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